
勝楽寺納骨壇使用規則

　（目的）

第一条　本規定は、宗教法人勝楽寺が運営する納骨壇（以下、「納骨壇」という。）使用及び管理に関

し必要な事項を定め、その使用及び管理が適切に行われることを目的とする。

　（納骨壇の使用）

第二条　使用者は、契約書に記載された納骨壇の区画を、契約成立後、第八条又は第九条の規定により

契約が解除されない限り使用する権利を有する。

２ 使用者は、納骨壇における祭祀方法について当寺院の宗旨に従わなければならない。

３ 使用者は、当寺院に届け出て、使用者の親族および縁故者の焼骨を個人壇は２霊まで、代々壇は５

霊まで納骨することができる。

４ 使用者は、納骨に際し各市町村の発行する埋葬許可証を添えて、当寺院に届け出なければならない。

５ 使用者は、焼骨の納骨、供養以外の目的のために納骨壇を使用してはならない。

６ 使用者は、当寺院の承諾を得ずに納骨壇を使用する権利を他人に譲渡し、又は他人に当該納骨場所

を使用させてはならない。

（使用期間）

第三条　個人壇は、使用者のいる限りにおいては納骨後２０年間使用できる。

　２　　代々壇は、使用者のいる限りにおいては納骨後３０年間使用できる。

３　　納骨壇は、規定年数経過後も規定の継続費用を支払い使用期間を延長することができる。

４　　使用者が死亡または放棄した場合は、その時点から１年後に当寺院が遺骨を舎利堂に移し永代供

養するものとする。

　

（使用料）

第四条　使用者は、納骨壇委託契約時に委託料個人壇８０万円、代々壇１８０万円を支払わなければな

らない。その支払方法は、当寺院が別に定める規定によるものとする。

　２ 第三条に定める使用期間を延長する場合は、個人壇年間２万円、代々壇年間３万円を支払わなけれ

ばならない。その支払方法は、当寺院が別に定める規定によるものとする。

　（納骨壇の管理責任）

第五条　納骨壇の清掃、整備、遺骨その他の管理については、当寺院がその責任を負う。

２ 当寺院内の第三者による事故、または盗難等については当寺院に責任は無いものとする。

３ 使用者は、その責に帰すべき事由により納骨壇の付帯設備等を損傷したときは、自己の責任と負担

で同等のものを復元しなければならない。

　　（使用者の地位の承継）

第六条　使用者の死亡により、使用者の祭祀承継者がその地位を承継して納骨壇の使用を継続する場合

には、当該祭祀承継者は、速やかに別記様式による納骨壇使用地位承継届出書に住民票の写しを添

えて当寺院に届け出を行うものとする。

２ 使用者の祭祀承継者が納骨壇の使用を承継しない場合には、書面をもって当寺院にその旨を届け出

るものとする。

　（使用者による契約の解除）

第七条　使用者は、書面をもっていつでも契約を解除することができる。

　２ 使用者の死亡によりその地位を承継した者は、使用者に準ずる。

　３ 契約が解除された場合において、焼骨が納骨されておらず、かつ委託料が支払われていると

きは、当寺院は、支払われた委託料の全額を返還するものとする。



４ 契約が解除された場合において、焼骨が納骨されており、使用料が支払われていて、かつ

使用年数が残っている場合は、当寺院は、個人壇２万円 × 残り年数　代々壇３万円

× 残り年数を返還するものとする。

　（当寺院による契約の解除）

第八条　当寺院は、使用者が委託料及び継続費用を支払わなかつたときは、書面をもって、契約を解除

することができる。

２ 前項に規定する場合のほか、使用者が次の各号の一つ以上に該当する場合には、当寺院は相当の期

間を定めて債務の履行を催告し、その履行がないときには、書面をもって契約を解除することができ

る。

一 使用者が死亡した日から１カ年を経過しても祭祀を承継する者がいないとき

二 使用者の所在が不明で連絡が取れなくなって３カ年を経過した場合には、当寺院は、納骨された

焼骨を舎利堂に移すことができる。

三 第二条第五項に規定する使用の目的に違反して納骨壇を使用した場合

四 第二条第六項の規定に違反して納骨壇を使用する権利を他人に譲渡し、又は他人に当該納骨壇を

使用させた場合

五 使用者が、当寺院の包括法人である宗門以外の宗旨に改宗した場合

六 その他、本規則に反した行為及び当寺院や他の使用者に迷惑を及ぼす行為があった場合

（契約の終了及びこれに伴う措置）

第九条　契約は、第七条及び第八条の規定により契約が解除された場合終了する。

２ 契約が終了したときは、使用者であつた者又はその祭祀承継者（以下、「元使用者等」という。）

は、速やかに納骨壇内に納骨された焼骨を引き取るものとする。

３ 元使用者等が前項に定める義務を履行しない場合において、契約終了後１年を経過した場合には、

当寺院は、納骨された焼骨を舎利堂に移すことができる。

４ 契約の終了した納骨壇について、当寺院は納骨壇のユニットを交換し新たな第三者と使用契約を結

ぶことができる。この場合元使用者等は、当寺院に対し異議を申立てることはできない。

（規則の改定）

第十条　関連法律・条令等の改正があった場合、本規則を改定する事がある。

２ 本規則の改定には当寺院役員会の議決を要する。



別紙様式 (第六条第一項関係 )

勝 楽 寺　
代表役員　　茂田真澄 様

地位承継届出書

貴法人との納骨壇委託契約について、使用者の地位を承継して墓所の使用を継続するこ
ととなりましたので、届け出ます。

氏　　名

本　　籍

住　　所

電話番号

前使用者の氏名

前使用者との関係

使用を継続する墓
所

平成　　年　　月　　日

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


